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□ a.期待以上

■ b.期待どおり

□ c.やや下回る

□ d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　増加 ■　横ばい □　減少

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし □　当面余地なし ■　余地あり

S24 根拠法令等

20年度の概要20年度 21年度（当初）

評価

事業番号
担
当
課事　業　名 建設業振興費

部・課

内線

建設部建設政策課

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

E-mail

3318

kensetsu@pref.nagano.jp

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

効率性を高める余地

事業のニーズの変化

当該事業は、建設業法他の法令で県が行うと規定されている許可、審査、登録等であり、引き続き必要な事業であ
る。
法令上の基準に則り、不良不適格業者等を排除し、建設業の健全な発展を促進するためには、組織・人員配置の
見直し等を含めた事務の効率化を検討する。

214,470

234,192

20年度

234,049

193,023

・報酬：499　　　　・報償費：474
・旅費：399　　　　・需用費：839
・役務費：1,198　 ・委託費：14,975
・使用料及び賃借料：1,112
・融資利子補給金：83

1,452 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）210,959

19,579

1,095

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

千円

214,200

　概　算
　人件費

人

千円

・建設業許可の更新は制度上、年度により相当数の変動
が生じるが、新規許可及び経営事項審査は例年、同程
度の申請がある。
・法令の規定上、県が行う事務となっている。
・H21より組織の再編により人員配置等の見直しを行っ
た。

判
定
の
説
明

建設業の許可新規 233件, 更新等 570件
建設業者への監督処分　３件
建設工事紛争審査会審査申請　３件、審理
12回
解体工事業者の登録　36件
浄化槽工事業者の登録　４件

課題の総括

3,707 2,950

手数料収入 196,121 101,290 116,029

21年度（予定） 左記以外の20年度の実績

建設業許可件数 2,657 803 1,266事
業
実
績

内　　容 単位 19年度

経営事項審査件数 3,270

件

件

千円

国庫・県単

1,518

30.00 30.00

直接・委託

21,361 17,936

27.00

22,647

―
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 19年度

千円

千円

19,992

千円

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準(H20) 達成状況

建設業法他の法令で県が行うと規定さ
れている建設業の許可、経営事項審
査、解体工事業者及び浄化槽工事業
者の登録、建設工事紛争審査会の審
理、建設業者への監督処分を適確に
実施する。

申請があった建設業者に対して、法令上
の基準に則り、適正に許可、経営事項審
査等の手続きを行う。

申請の行われた許可・審査を、適確に実
施した。

事業の
必要性

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

事業内容
建設業の許可、経営事項審査（建設業者の経営に関する事項の審査）、建設業者に対する指導監督、建設工事紛争審査会
（建設工事の請負契約に関する紛争の処理【あっせん・調停・仲裁】手続）、解体工事業者の登録、浄化槽工事業者の登録、
建設工事統計調査、入札参加資格審査システム保守管理

建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展のため、不良不適格業者を排除する法令の基準に基づく適正な建設
業許可、経営事項審査等の手続きを行う必要がある。

実施期間

中期総合計画主要施策番号 ―

平成21年度事務事業評価シート　（20年度実施事業分）

建設工事のトラブルは、公共の利害に重大な影響を与えるため、適正な建設業者による施工が求められている。

建設業法、建設工事の資材に係る再資源化等に関する法律、浄化槽法、統計法施行令、建
設工事統計調査規則

施工能力や資金能力に欠ける建設業者により、建設工事において不正工事や工事中止が発生する危険がある。

事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

事業の
目　的

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注
者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進する。


